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はじめに ―本調査研究の背景と目的― 

 

行政機関における予算や人員の制約が年々厳しくなる中、複雑化・多様化する行政課題

に的確に対応し、国民の期待に応えていくためには、行政が保有するデータを積極的に利

活用していくことが不可欠との認識が拡がりつつある。 

平成 28 年 12 月に成立した官民データ活用推進基本法では、行政機関が行政保有データ

を主体的かつ計画的に利活用すべきことが初めて立法措置として定められた。また、その

実行のための基本計画の策定や制度整備に向けた検討も進みつつある。 

行政保有データの利活用を実現していくためには、利活用の源泉となるデータの品質や

目的適合性の確保が不可欠である。しかし、行政機関の情報システム部門や業務部門では、

そうした取組みの必要性への認識は稀薄であり、「どのデータが 新かわからない」、「コー

ド体系が異なるため、システム同士がつながらない」といった状況すら散見される。 

近年、民間企業では、データの品質や目的適合性などを確保する取組みである「データ

マネジメント」の研究と実践に向けた活動が拡がりつつあるが、行政機関ではいまだそう

した動きは見られない。当研究所ではこうした課題認識に立脚し、昨年度、「行政へのデー

タマネジメント概念の普及に関する調査研究」を実施し、今後取り組むべき課題と解決の

方向性を明らかにした。また、行政分野におけるデータマネジメント普及に向けた第一歩

として「行政機関向けデータマネジメント導入ハンドブック」を取りまとめた。 

本年度は、昨年度の成果を踏まえ、行政機関の現場でデータマネジメントが展開される

ために必要となる工夫・ノウハウや今後取り組むべき課題、またそれらを前提としたデー

タマネジメントの実践方法を明らかにすべく調査研究を行った。本調査研究の成果が、行

政機関におけるデータ活用に向けた取組みの一助となることを期待したい。 

なお、本調査研究は、一般社団法人日本データマネジメント・コンソーシアム（Japan Data 

Management Consortium）（以下 JDMC と言う）および株式会社リアライズの協力を得つつ当

研究所において実施した。また、行政機関および民間企業でデータマネジメントに関わっ

ている多くの方々にインタビューやワーキンググループへの参画を通じて協力いただいた。

この場を借りて深く感謝申し上げたい。 

 

一般社団法人 行政情報システム研究所 主席研究員 狩野英司 

                    研究員 松岡清志
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1. 調査研究の全体像と検討のフレームワーク 

 

1.1. 本調査研究の全体像 

 

本調査研究は、昨年度実施した「平成 27 年度 行政へのデータマネジメント概念の普及

に関する調査研究」（以下「昨年度調査」という。）の成果を踏まえ、より具体的なデータ

マネジメントの実践方法を提示するために実施したものである。 

昨年度調査では、行政機関にはデータマネジメントに関する問題が存在すること、デー

タマネジメントを実践することでかかる問題を改善できる可能性があること、そして、民

間企業で実践されているデータマネジメントのフレームワークが行政機関にも適用可能で

あることを明らかにした。また、これらの検討結果を踏まえ、実際に行政機関がデータマ

ネジメントの導入を行うための基本的な考え方を「行政機関向けデータマネジメント導入

ハンドブック」（以下「昨年度版ハンドブック」という。）として取りまとめた。 

本調査研究では、昨年度整理されたデータマネジメントの基本的な考え方を前提として、

以下の調査研究を実施する。 

 

第１章：行政機関におけるデータマネジメントのフレームワークの再整理 

データには、情報システムとは別個の固有のライフサイクルが存在する。本調査研究で

提示するデータマネジメントの個々の取組みは、行政機関特有の制約条件を踏まえたうえ

で、データのライフサイクル全体の中で整理し、位置づける必要がある。本調査研究では

昨年度調査で策定したフレームワークを見直し、さらに理解しやすい形へと再整理する。 

 

第２章：行政機関におけるデータマネジメントの実践ノウハウ調査 

 行政機関または行政のデータ利活用等に関わっている団体等が、それぞれの活動を通じ

てデータマネジメントの観点でどのような工夫や努力を行っているのか、また、その前提

としてどのような課題認識を有しているのかを文献調査およびインタビューを通じて把

握・整理する。 

 

第３章：JDMC 研究会における IT 調達時のデータマネジメント課題研究 

 我が国の場合、行政機関のデータマネジメントは実態として、情報システムの構築と運

用保守を担当しているITベンダーが多くの部分を担っている。そこで、JDMCの協力を得て、

我が国主要 IT ベンダーに対するグループインタビューを実施し、これら企業が認識してい

る現場課題を収集・整理する。 

 

第４章：人工知能（AI）の導入・運用におけるデータマネジメントの検討 

 近、様々な行政機関でデータ利活用に向けた取組みに用いる技術の一つとして人工知
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能（以下「AI」という。）の導入に向けた検討が進められている。AI は情報システムの一類

型ではあるものの、通常の情報システムとは異なる取組みが求められることから、行政機

関特有の制約条件を踏まえつつ、AI を導入する際にはどのような点に留意してデータマネ

ジメントに取り組むべきかを検討する。 

 

第 5 章：今後の取組み 

 本調査研究を通じて得られた知見をもとに、昨年度版ハンドブックをどのように見直し

拡充していくべきかを検討する。 

 

以上を図示すると図 1-1 のような流れとなる。 

 

図 1-1 本調査研究の流れ 

 

1.2. データマネジメントの検討フレームワークに関する課題 

 

データマネジメントの取組みを体系的に整理するためには、それぞれの活動を、データ

マネジメントのライフサイクル全体の中でどのように位置づけるべきかを明確にしておく

必要がある。行政機関においては、データマネジメントに関わる活動は一般に情報システ

ムの調達・構築・運用プロジェクトの構成要素の一環として位置づけられることが多いこ

とから、昨年度調査では、そのライフサイクルを基礎としてフレームワークを構築した。 

しかしながら、データマネジメントの活動は必ずしもこのサイクルと一致するものでは

なく、本調査研究の過程でも、情報システムに関わらない職員にとって理解が難しいとの

指摘を受けた。そこで、まずデータマネジメントのライフサイクルをどのようなプロセス

に区分すべきかを次の手順で再整理することとした。 

 

① データマネジメント固有のライフサイクルに基づくフレームワークの限界  

 

データマネジメントのフレームワークは、昨年度調査では、JDMC が作成した「データマ

第１章：行政機関におけるデータマネジメントのフレームワークの整理 

第２章：行政機関におけ

るデータマネジメント

の実践ノウハウ調査 

第３章：JDMC 研究会にお

ける IT 調達時のデータ

マネジメント課題研究 

第 5章：今後の取組み（昨年度ハンドブックの見直し） 

第 4章：AI の導入・運用

におけるデータマネジメ

ントの検討 
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ネジメント概説書（JDMC 版）」を出発点として検討を行った。同フレームワークでは、デー

タのライフサイクルの中で実施すべき活動を図 1-2 のとおり①～⑩の構成要素（例：「①

データマネジメント戦略と評価」）に分類し、さらに戦略策定、オペレーション、組織、人

財などより大きなプロセスで括って定義している1。 

 

 
出典：JDMC, データマネジメント概説書（JDMC 版）

図 1-2  JDMC が定義するデータマネジメントのライフサイクル【参考】 

 

ただし、これらのプロセスは、元々JDMC のフレームワークが主に民間企業を念頭に作成

されたということもあって、必ずしも行政職員にとって理解しやすい形にはなっていない。

そもそもデータマネジメントという概念自体、行政職員はもとより民間企業においてもい

まだ十分に認知されていないし、概念を理解できたとしても、それを実務の文脈に置き換

えて理解することはさらに困難である。従って、行政職員にとってより理解しやすいフレ

ームワークを別途、策定することが必要と考えた。 

                             
1 データマネジメントのフレームワークとしては、このほか DAMA（Data Management 

Assorciation）International が発行している「データマネジメント知識体系ガイド第一

版－DMBOK（Data Management Body of Knowledge）」があるが、昨年度調査の段階で、JDMC

のフレームワークの方が我が国での適用においてより親和性や実用性が高いと判断し、検

討対象から除外している。 
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② 情報システムのライフサイクルに基づくフレームワークの限界 

 

こうしたデータマネジメントのライフサイクルに対し、情報システムのライフサイクル

は、少なくとも情報システムに関連する業務に携わった経験がある者にとっては比較的理

解しやすく、現場でも認知が浸透している。そこで、昨年度調査では、その枠組みに基づ

いて図 1-3 のとおり独自のフレームワークを行政機関向けに設定して検討を行っている。 

 

出典：行政情報システム研究所, 行政機関向けデータマネジメント導入ハンドブック, 2016

図 1-3  昨年度調査で設定したフレームワーク【参考】 

 

ただし、このフレームワークにも課題がある。すなわち情報システムのライフサイクル

を前提としてしまうと、情報システムを前提としないデータのマネジメントを構想するこ

とが困難になってしまうのである。また、情報システムありきでプロジェクトが実施され

ることにより、業務部門におけるデータに対する当事者意識が希薄になってしまうという

弊害もある。  
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1.3. 行政データマネジメントのライフサイクルのフレームワーク 

 

このように、(1)データマネジメント固有のフレームワークと(2)情報システムのライフ

サイクルに基づくフレームワークには、それぞれに長所・短所が存在する（表 1-1）。 

 

表 1-1 JDMC フレームワークと昨年度調査でのフレームワークの比較 

 データマネジメント固有のライフサイク

ルに基づくフレームワーク 

（JDMC 概説書記載のもの） 

情報システムのライフサイクルに基づ

くフレームワーク 

（昨年度調査で設定したもの） 

プ
ロ
セ
ス
の
定
義 

1. DM 戦略 

2. データライフサイクルオペレーション 

 2-1. 計画 

2-2. 仕様確定 

2-3. 使用可能化 

2-4. 登録 

2-5. 維持 

2-6. アーカイブ 

2-7. 消去、活用 

3. DM 組織 

4. DM 人財 

1. 戦略 

2. 組織 

3. 人材 

4. プロジェクト 

 4-1. システム構想化/企画 

 4-2. 要件定義/設計 

 4-3. システム実装 

 4-4. システム移行/テスト 

 4-5. システム運用/保守 

 

 
 

長
所
・
短
所 

▼ 

× 理解しにくい 

○ 情報システムに依存せず、データその

ものを軸としてデータマネジメントを

構想できる 

▼ 

○ 情報システムに携わったことがあれ

ば比較的理解しやすい 

× 情報システムに依存しないデータの

マネジメントを構想しにくい 

× 業務部門におけるデータへの当事者

意識が希薄化 

 

そこで、本調査研究では、昨年度調査で設定したフレームワークを見直し、(1)データマ

ネジメント固有のフレームワークと(2)情報システムのライフサイクルに基づくフレーム

ワークの両方をつなぐ、共通的なフレームワークを表 1-2 のとおり設定することとした。 

また、データマネジメントの活動内容は、大別して、データが使い物になるようにする、

いわば「データ品質の確保」の取組みと、行政機関内でのデータの利活用を促進する、い

わば「データ利活用の定着化」の２つのテーマに分けられることから、同フレームワーク

でもこの考え方に沿って個々の取組みを分類・整理することとした。
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表 1-2 今回設定したデータマネジメントのフレームワーク 
 

行政データマネジメントフレームワーク 

データマネジメント

（DM)のプロセス 1.戦略・組織 2.計画・調達 3.構築 
4.運用 

（人材育成含む） 

（参考）対応するシステ

ムライフサイクル 

－ システム化構想

/企画、要件定義

設計、システム実装、

システム移行/テス

ト 

システム運用/保守 

ＤＭの主要タスク※ ①データマネジメン

ト戦略と評価 

②実行体制の構築／

維持 

④データプラン

ニング 

⑤データ・アーキテ

クチャー設計 

⑥データ設計／構築

⑦データ運用設計 

⑧データ運用 

⑨データ品質モニタリング／

監視 

⑩データ利活用 

③データマネジメントを担う

人財像の定義と育成 

D
M

の
テ
ー
マ 

(a)データ品質の

確保 

 

(b)データ利活用

の定着化 

※「行政機関向けデータマネジメントハンドブック」(総論編)p.15 参照 
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本フレームワークにしたがえば、後述の第 2 章で収集する個別のデータマネジメントの活動に関するノウハウは、表 1-3 のように整理されるこ

ととなる。 

表 1-3 フレームワークによるノウハウの整理 

 
 

⾏政データマネジメントフレームワーク

データマネジメント（DM)のプロセス 1.戦略・組織 2.計画・調達 3.構築 4.運⽤（⼈材育成含む）

－
システム化構想化/企画、要件定義 設計、システム実装、

システム移⾏/テスト
システム運⽤/保守

①データマネジメント戦略と評価
②実⾏体制の構築／維持

④データプランニング ⑤データアーキテクチャー設計
⑥データ設計／構築
⑦データ運⽤設計

⑧データ運⽤
⑨データ品質モニタリング／監視
⑩データ利活⽤
③データマネジメントを担う⼈財像の定義と育成

（参考）対応するシステムライフサイクル

ＤＭの主要タスク
（「⾏政機関向けデータマネジメントハンドブック」

p.15参照）

D
M
の
テ

マ

（a）データ品質の確保

（b）データ利活⽤の定着化

1a-1 移⾏後のデータ品質問題の発⽣を防⽌す
るには

1a-2 データ⼊⼒ルールの順守を徹底するには

1b-3 担当者の異動後もデータ利活⽤が組織で
継続されるようにするには

4b-1 各部⾨でデータ利活⽤リーダーを育成する
には

1b-1 データ収集・整備にあたり各部⾨の協⼒を得るには

1a-3 システム間連携に伴うデータ形式等の不整合によるトラブルを回避するには

1b-4 オープンデータの推進に向けて各部⾨の協
⼒を得やすくするには

1b-6 各部⾨の潜在的なデータ利活⽤ニーズを
引き出すには

2a-1 データ移⾏後のデータ桁落ちや集計誤り等のトラブルを回避するには

2a-2 システム間でのコード体系不⼀致を回避するには（連携テスト中に不具合が発⽣）

2a-3 設計書と実際の機能・データとの乖離に起
因する機能設計の⼿戻りを回避するには

2a-4 データ移⾏時のフォントや辞書等の権利関
係に起因して発⽣するトラブルを回避するには

2a-5 印影等の画像データの移⾏に際し、原本
性保証に関する解釈の⾷い違いに起因するトラブ
ルを回避するには

3b-2 情報発信サイト等を活性化させるために、各団体からの積極的なデータ提供を促すには

1b-5 部⾨横断的なデータ利活⽤の取組につい
ての組織内での正当性を確保するためには

3a-1 ⼈的なマスタデータ⼊⼒ミスによる帳票表記間違い等のトラブルを撲滅するには

1b-7 オープンデータの利⽤者である⺠間企業等の要望やニーズを把握するには

1b-8 公開したオープンデータの⺠間企業等による利活⽤を活性化させるには

1b-2 業務で取り扱うデータを紙からデジタルに切
り替えるには

3b-1 組織や⽤途に応じたGISとのデータ連携をバラバラに作らせないためには

2a-6 コストをかけずに、データの形式違いや表記の揺れを抑制するには

2b-1 データの発⽣・⼊⼒・利⽤のタイミングが不明確で、再度⼿⼊⼒する事態を回避するには
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2. 行政機関におけるデータマネジメントの実践ノウハウ調査 

 

本章では、行政機関や行政のデータ利活用に関わっている団体等が、それぞれの活動を

通じてデータマネジメントの観点でどのような工夫や努力を行っているのか、また、その

前提としてどのような課題認識を有しているのかをインタビューを通じて把握・整理する。 

 

2.1. 調査の実施方法 

 

現状、データマネジメントという概念は、行政機関はもとより民間企業においても、十

分に共通認識となるには至っていない。しかしながら、そもそもデータマネジメントとは、

データを利活用するために、データ管理のあり方を企画し、設計し、生成の仕組みを実装

し、運用し、利活用していくという、いわば当たり前のことを当たり前に実行する取組み

である。したがって、必ずしもデータマネジメントという概念を意識した取組みでなくて

も、現実に実施されている活動がデータマネジメントそのものである場合がある。 

そこで本インタビューでは、データ利活用の成果が公表資料等を通じて公開されており、

その内容からデータマネジメントの取組みの存在が推定される事例を収集した上で、前章

で整理したフレームワークに従ってある程度網羅的に全体がカバーされるようにインタビ

ュー先を選定した。 

その上で、あらかじめインタビューの構成を計画しつつ、話の流れに合わせて話題を拡

散あるいは深堀していく、いわゆる半構造化インタビューを実施し、その結果から、デー

タマネジメントに係るノウハウや今後の課題を抽出・整理した。（図 2-1） 

 

図 2-1  インタビュー調査の流れ 

  

インタビュー対象候補の抽出 

インタビュー対象の選定 

インタビューの実施（半構造化インタビュー） 

ノウハウの抽出 課題の整理 アプローチの類型化 
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平成 28 年度 行政におけるデータマネジメント実践に関する調査研究報告書  

 

① インタビュー対象候補の抽出 

 

 以下の手順で公開情報に基づきインタビューの対象候補を抽出した。 

 

1) 公開情報の収集 

次に示す新聞・雑誌、各団体・企業のプレスリリース、調査報告書等の直近 5年間（2012

年以降）の公開情報から、データマネジメントと関連があると想定されるデータ利活用事

例を、国、自治体および民間企業から商用データベースおよびウェブサイト検索を用いて

収集した。 

a)新聞･雑誌 

（対象）主要新聞（日経、毎日、読売、朝日）および日経 BP（いずれも電子版） 

（検索方法）以下のデータベースを利用 

・ 「日経テレコン２１」：日経 4紙記事ほか、業界紙、地方紙を収録。企業、新製品情

報ファイルを収録。日経 BP 出版雑誌、ビジネス誌も同時検索可能。 

・ 「ELNET」：ビジネス系情報源として、専門新聞（100 紙）、専門雑誌（150 誌）を収

録。日経テレコン 21 等他の商用ＤＢに収録されていない、流通、通信系等専門性の

高い雑誌記事が入手可。 

 

b)団体・企業のプレスリリース 

（対象）中央省庁、自治体、その他行政機関、民間企業のホームページ 

（検索方法）以下の２段階で検索を実施 

b-1）キーワード検索 

google 検索によって「データ利活用」「オープンデータ」「官民連携」「データ連携」

をキーワードとして検索。これらでヒットしたものを遂次参照していく過程で、先進

的な取り組みを行っている団体や実証事業の名称を抽出した 

b-2）目視調査 

b-1)で抽出された事例の内容から、関連他事例や取り組みをさらに検索。検索キー

ワードは団体によって異なる。例えば、青森観光クラウドなら「太宰ミュージアム」、

狭山市の取り組みなら「税務システム 適化」等。 

 

c)調査報告書 

・ 地方公共団体におけるクラウド導入の取組（平成 27 年度改訂版） 地方公共団体情

報システム機構（J-LIS） 

・ 自治体クラウドグループ一覧（平成 28 年１月現在） 総務省 
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平成 28 年度 行政におけるデータマネジメント実践に関する調査研究報告書  

 

2) 対象の抽出 

上記 1)で収集した情報の中から、データマネジメントに係る特徴的な取組みを行ってい

る好事例、具体的には、各事例における取組み内容の主要部分に、表 1-2 に示す「データ

マネジメントの主要タスク」のいずれかが含まれるものを抽出した。 

 

以上の結果、インタビュー候補となる以下の事例が抽出された。 

 

表 2-1 抽出された調査対象候補の事例 

＃ 分類 分野 組織・団体名 事例名 

1 

業
務
系 

観光 

観光情報連携プラットフォ

ーム機構 

観光クラウド 

Ｍｙルートガイドサービス 

2 福井県 鯖江市 データシティ鯖江（総務省実証事業にも参画） 

3 

子育て 

裾野市 子育て支援アプリ 

4 横浜市金沢区 かなざわ育ナビ.net 

5 川崎市麻生区 「子育て支援アプリ」実証実験 

6 防犯 福岡市 まちかど安全ガード「けいご君」 

7 
窓口サー

ビス 
埼玉県狭山市 

総合窓口対応システムによる、窓口業務の一元化・市民

サービスの向上 

8 防災 神戸市 神戸市ハザードマップ 

9 交通安全 埼玉県 カーナビ情報から急ブレーキ多発箇所の特定 

10 
インフ

ラ・土地管

理 

福岡市、佐賀県 情報流通連携基盤の社会資本情報における実証 

11 
東京都、 

国土交通省関東地方整備局
社会資本情報に係る総務省実証実験 

12 岡山県真庭市 森林林業クラウドの構築と活用 

13 

政策立案 

富山市 住民基本台帳データに座標情報を付与し政策課題検討 

14 浜松市 ソーシャルメディアとアンケートから市民ニーズ分析 

15 千葉市 「ちばレポ」による市内の課題把握と共有 

16 福岡県 苅田町 庁内 GIS の活用による業務効率化、経費削減 

17 大津市 支所統廃合計画策定におけるデータ活用 

18 

情
報
基
盤
系 

匿名化 
国立がん研究センター 全国がん登録データベース 

19 国立長寿医療研究センター バイオバンク情報管理システム 

20 
データ統

合・集約 

中小企業基盤整備機構 小規模事業者統合データベース整備事業 

21 静岡市 しずみち info 

22 姫路市 行政情報分析基盤構築 

23 

データ提

供 

浦安市 統合型 GIS を通じた政策検討とデータの公開 

24 倉敷市 高梁川流域圏データポータルサイト ・データ分析サロン 

25 神戸市 神戸市モバイル空間統計 API 

26 国立科学博物館 地球規模生物多様性情報公開 

27 国立国会図書館 図書情報オープンデータセット 

28 厚生労働省 レセプト情報・特定健診等情報データベース 

29 
クレンジ

ング 

独立行政法人日本貿易振興

機構 
顧客情報の一元管理・分析基盤構築 

30 用語統一 経済産業省等 共通語彙基盤 

31 

民
間
・
外
国 

データ利

活用 

大和ハウス ココゆれ 

32 POLA 美肌県グランプリ 

33 農業 

富士通 

akisai（農業クラウド） 

34 オープン

データ 

LOD4ALL 

35 EvaCva 

36 
オープン

データ 

(公財)九州先端科学技術研

究所※ 

OpenGov 他 

※当該団体に対し外国事例についてのインタビューを行ったもの。 
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平成 28 年度 行政におけるデータマネジメント実践に関する調査研究報告書  

 

② インタビュー対象の選定 

 

前節で抽出されたインタビュー候補先について、それぞれの取組内容をインターネット、

雑誌、セミナー資料等の公開情報をもとに調査し、行政機関の基本的な業務・サービスの

類型（表 2-1 に示す 3つの分類）、および第 1章で設定したフレームワークの各プロセスの

両方が大きな偏りなくカバーできるよう、表 2-2 のとおりインタビュー先を選定した。 

なお、図中の〇は、データマネジメントのライフサイクルのうち、該当するプロセスに

おいて何らかの取組みが本選定作業を通じて確認されたことを、また、◎は特に特徴的な

取組みが確認されたことを示している。 

 

表 2-2 インタビュー対象の選定 

区分 
インタビュー

対象 

対象システム・

サービス等 

データマネジメントのプロセスとの対応 

1.戦略・組織 2.計画・調達 3.構築 
4.運用 
（人材育成含む）

①データマネジ

メント戦略と

評価 

②実行体制の構

築／維持 

④データプラン

ニング 

⑤データ・アーキテ

クチャー設計 

⑥データ設計／構

築 

⑦データ運用設計 

⑧データ運用 

⑨データ品質モニ

タリング／監視 

⑩データ利活用 

③データマネジメ

ントを担う人財

像の定義と育成 

国 

内閣官房 復興・復旧支援デ

ータベース 

  ◎ ◎ 

法人インフォ 〇 ◎ ◎  

内閣府 公益認定等総合情

報システム 

◎ 〇 〇  

自治体 

観光情報連携プラ

ットフォーム機構
観光クラウド ○ ◎ ◎ 〇 

浦安市 統合型 GIS ◎ 〇  ◎ 

狭山市 総合窓口対応シス

テム 

〇 〇 ◎  

埼玉県町村会 自治体クラウド ◎ 〇  〇 

横浜市 オープンプラット

フォーム 

◎ 〇  〇 

㈱トヨタIT開発

センター 

しず道 info  〇 ◎  

富士通㈱ EvaCva 〇 〇 ◎  

広島県 情報戦略総括監     

外国 (公財)九州先端

科学技術研究所
※ 

OpenGov 他 ◎   ◎ 

※当該団体に対し外国事例についてのインタビューを行ったもの。 
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平成 28 年度 行政におけるデータマネジメント実践に関する調査研究報告書  

 

③ インタビュー項目 

 

インタビュー対象者には、以下の点を軸として各事例における取組内容を踏まえて個別

にインタビュー項目を設定した。 

 取組みの概要・インタビュー対象者の役割 

 取組みのデータマネジメント観点での工夫 

 取組みのデータマネジメント観点での課題 

 

（インタビュー項目の一例） 

①本事例のポリシー、取組内容および貴課の役割について 

〇〇〇におけるデータの管理や利活用推進のポリシーと具体的な取組内容、その実践に当たっての貴課の役割

をご教示ください。 

②データ品質の確保に向けた取組み 

データ品質を継続的に確保するためのモニタリング等の業務プロセス、体制、規程・ルール等があればご教示

ください。 

③データ項目の追加・変更等への対応 

利用者からのデータ項目の追加・変更等の要望への対応方法をご教示ください。 

④データ利活用を推進するリーダーの人材育成および利用者のスキルアップ 

○○〇のデータ利活用を推進するリーダーの人材育成や利用者のスキルアップに向けた取組内容をご教示く

ださい。 

⑤リソースの確保 

上記の取組を推進するための人的、予算的リソースをどのように確保したのかをご教示ください。 

 

  



 
 

 

16 

 
平成 28 年度 行政におけるデータマネジメント実践に関する調査研究報告書  

 

2.2. ノウハウの抽出 

 

インタビューの結果、各事例から確認されたデータマネジメント観点での取組みや工夫

を、第１章の表 1-2 で定義されたフレームワークの各プロセスに当てはめて表 2-3 のとお

り整理した。なお、各事例の詳細は、「別紙１：インタビューおよび研究会から確認された

工夫・ノウハウ」に記載している。 

 

表 2-3 データマネジメント観点での取組み・工夫の抽出 

プロセス／観点 機関／事例 取組み・工夫 

1.戦略・組織 

/(a)データ品質の

確保 

 

内閣府／公益認

定等総合情報シ

ステム 

・データ入力部門ではなく、データ集計部門（統

計担当課）が主体となり、データ形式のチェッ

ク等のパトロールを行い、ルール違反者への説

得・是正を行った。 

・申請書類毎の審査のボリュームが膨大であり、

特に新任者が全体を習得するまで時間がかか

ることから、間違い発生の予防および教育的配

慮から入力チェックとナビゲーションのロジ

ックを念入りに作り込んだ。 

1.戦略・組織～ 

2.計画・調達 

/(b)データ利活用

の定着化 

浦安市／統合型

GIS 

・各部門はデータを抽出・作成するところまでを

実施し、データ形式の変換やフォーマットへの

変換・整形は情報政策課等が行う役割分担とし

た。 
内 閣 官 房 ／ 復

興・復旧支援デー

タベース 

1.戦略・組織 

/(b)データ利活用

の定着化 

内閣府／公益認

定等総合情報シ

ステム 

 

・文書管理規定に例外として独自規定を設け、シ

ステムに入力されたデータを原本とした。 

・電子化および検索機能や差分確認機能などの活

用により、変更箇所の特定が容易になり、補正

作業時の職員の労力が軽減されるなど電子化

のメリットを前面にアピールした。 

 

1.戦略・組織 

/(b)データ利活用

の定着化 

浦安市／統合型

GIS 

 

・GIS の取組事例を行政機関内部だけでなく対外

的に積極的な PR を行うことで、後に引けない

状況を作った。 

・取組事例を有名にした結果、他自治体からの問

合せや視察等が増加し、担当者がその説明対応

を行うことで意識が高まった。 

・対外的な PR 活動に後任者も同行させ、意識の

醸成を図った。 

 

1.戦略・組織 

/(b)データ利活用

の定着化 

横浜市／オープ

ンプラットフォ

ーム 

・局長・部長級も巻き込んだ庁内横断的な会議体

で、オープンデータ指針を 1年間掛けて検討・

合意することで、全庁的な体制を構築した。 
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プロセス／観点 機関／事例 取組み・工夫 

・データ利活用やデータマネジメントの推進を IT

部門ではなく、政策部門が担う体制としたこと

で、利活用の出口を起点とした検討を推進し

た。 

 

1.戦略・組織 

/(b)データ利活用

の定着化 

浦安市／統合型

GIS 

 

・情報政策課の事務分掌規程に、「GIS の利活用推

進」を明記した。 

 

1.戦略・組織 

/(b)データ利活用

の定着化 

浦安市／統合型

GIS 

 

・情報政策課が各部門の GIS 利活用事例や要望を

全庁で収集・共有した。 

・各部門からデータ連携に関わる相談があれば、

情報政策課がアドバイスを行った。 

・その中で実現に向けて動き出すものがあった場

合は、情報政策課が内部連携部門としての役割

を担った。 

 

1.戦略・組織～ 

2.計画・調達 

/(b)データ利活用

の定着化 

横浜市／オープ

ンプラットフォ

ーム 

 

 

 

・民間企業等からのオープンデータに係る期待や

要望等を把握するため、民間企業等との窓口を

一本化した。なお、その役割を担うのは、幅広

い視野で課題や政策要件等を俯瞰した上で、ど

こをポイントとし、どことタイアップすること

でイノベーションを起こせるか氏は、データマ

ネジメントを実施している政策部門でないと

無理である。 

 

1.戦略・組織～ 

2.計画・調達 

/(b)データ利活用

の定着化 

横浜市／オープ

ンプラットフォ

ーム 

 

・民間企業や学生等を巻き込み、地域振興につな

がるデータ利活用を目的に、アイディアソンや

ハッカソン等の取組を継続的に実施した。 

・アイディアソンやハッカソン等のイベントでの

優秀作を表彰した。 

・行政側の制度と連携して、優秀作のビジネス化

を支援した。 

 

2.計画・調達～ 

3.構築 

/(a)データ品質の

確保 

内閣官房／法人

インフォ 

・今後のデータ入力にあたっては業界標準データ

体系に合わせることをルール化した。 

 

3.構築～4.運用 

/(b)データ利活用

の定着化 

浦安市／統合型

GIS 

 

・情報政策課が各部門で GIS とどのような連携が

なされているかを一覧で整理し、全庁で共有し

た。 

・GIS と連携しているデータ一覧の変更があれば、

各部門から情報政策課に連絡がくるようにし

た。 

 

3.構築～4.運用 

/(b)データ利活用

内 閣 官 房 ／ 復

興・復旧支援デー

・支援制度サイトへの各自治体のデータ入力・更

新状況を RSS 等で他自治体にも公開し、データ
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プロセス／観点 機関／事例 取組み・工夫 

の定着化 タベース 

 

が常に新しくなり、流れ続けていることが見え

るようにした。 

 

4.運用 

/(b)データ利活用

の定着化 

浦安市／統合型

GIS 

 

・各部門が GIS の利活用を推進する担当者を指名

し、その担当者に対して、情報政策課が年に 1

～2回、GIS の利活用に向けた研修を実施した。

 

 

2.3. ノウハウ探索のためのタイトルおよび問題・課題の設定 

 

上記の取組み・工夫をノウハウとして活用するにあたっては、各プロセスにおける個別

具体的な課題から、該当する取組み・工夫を発見できるよう整理することが必要である。

そこで、表 2-4 のサンプルに示すような形で、両者をつなぐための「タイトル」や「問題・

課題」を整理することが 

有効である。 

 

表 2-4 ノウハウ探索のためのタイトルおよび問題・課題の設定＜サンプル＞ 

プロセス/観点 タイトル 問題・課題 取組み・工夫 

1.戦略・組織 

/(a)データ品

質の確保 

データ入力ルールの順

守を徹底するには 

・入力フォームを統一して

も、入力ルールを無視する

入力者がいるため、データ

品質が確保されておらず、

正確な統計データにする

ために膨大な手修正が必

要となった。 

・データ入力部門ではなく、データ集計部

門（統計担当課）が主体となり、データ

形式のチェック等のパトロールを行い、

ルール違反者への説得・是正を行った。

・入力者自身が入力ルールに違反してい

ることに気づき、修正したくなるよう、

エラーを目立たせるようにした。 

1.戦略・組織 

/(b)データ利

活用の定着化 

部門横断的なデータ利

活用の取組についての

組織内での正当性を確

保するためには 

・情報政策課が推進するデー

タ利活用の取組に、各部門

の理解・協力を取り付ける

ことが難しかった。 

・情報政策課の事務分掌規程に、「GIS

の利活用推進」を明記した。 

2.計画・調達～

3.構築 

/(a)データ品

質の確保  

コストをかけずに、デ

ータの形式違いや表記

の揺れを極力抑制する

には 

・各部門からのデータは、デ

ータ形式や表記の揺れ等

があったため、データ移行

前に手作業でデータを修

正する必要があった。 

・外部団体で策定された業界標準データ

体系に、各部門のデータ形式を合わせ

た。 

3.構築～4.運

用(人材育成含

む) 

/(a)データ品

質の確保  

人的なマスタデータ入

力ミスによる帳票表記

間違い等のトラブルを

撲滅するには 

・職員によるマスタデータの

入力ミスにより、誤った帳

票出力が発生した。 

・職員一人によるマスタデータの入力及

びチェックではなく、複数職員による

マスタデータのダブルチェックなどの

運用ルールを設けた。 

追加 
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3.構築～4.運

用(人材育成含

む) 

/(b)データ利

活用の定着化 

情報発信サイト等を活

性化させるために、各

団体からの積極的なデ

ータ提供を促すには 

・自治体横断の住民向けの支

援制度サイトを構築した

が、各自治体の Web サイト

にも支援制度に係る情報

を公開していることもあ

り、支援制度サイトへのデ

ータ入力・更新頻度が少な

かった。 

・支援制度サイトへの各自治体のデータ

入力・更新状況を RSS 等で他自治体に

も公開し、データが常に新しくなり、

流れ続けていることを見せた。 

 

2.4. 課題の整理 

 

データマネジメントを取り巻く課題については、昨年度調査では、データマネジメント

に関して問題意識を有する行政職員や CIO 補佐官に対して行ったグループインタビュー等

において、以下のような点が指摘されている。 

・当事者意識が希薄になりやすい 

・わかりやすい目標設定がしにくい 

・取組みの必要性を理解するのが難しい 

・危機意識の乏しさ、保守的な組織文化の影響から取組みへの動機づけが難しい 

本年度の調査では、自治体や行政サービスの提供に関わっている民間企業等にもインタ

ビューの対象範囲を広げ、改めて課題の抽出・整理を行った。その結果、以下のような課

題が確認された。 

 

＜抽出された課題＞  

1. 予算や人員が限られる中で、さらに政府からのマイナンバー対応、ネットワーク強靭

化等のセキュリティ対応に追われ、新しい知識を修得するために必要となる十分な時

間を確保することが難しい。（広島県） 

2. ICT の専門知識を修得するための教育体系・キャリアパスが整備されておらず、職員

の ICT スキルを組織的に育成していくことが難しい。（広島県） 

3. ほとんどの職員は 2～3年サイクルで異動となるため、そのことが ICT の知識・ノウハ

ウの継承を阻害するひとつの要因となっている。（広島県） 

4. 各原課にとってデータ提供は追加の事務のため、その負荷を低減させる役割分担と仕

組みが促進のためには必要（浦安市、観光情報連携プラットフォーム機構）。 

5. 情報システム部門だけでオープンデータ活用はできない。市議会を巻き込むなど庁内

横断的な議論が成功の鍵。ハッカソンなどによる民間の活用もある（横浜市）。 

6. 利活用の人材育成は、全庁的かつ継続的に行わないと、その場限りになってしまい、

モチベーションの維持ができない（浦安市、横浜市）。 

7. 利用部門や団体に対しては、効果と合わせて費用負担方法についての十分な説明が重

要。（埼玉県市町村会） 

8. 行政機関は紙の文化。データを電子化するだけでも高いハードルがある。（内閣府） 
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これらの課題はいずれもデータマネジメントに大きな影響を与える要因ではあるものの、

以下に示すようなより根深い要因に起因する課題であり、データマネジメントのライフサ

イクルの中での単独の取組みとして対処するには限界がある。 

 

a. 予算的・人的資源の不足 

b. ICT 人材育成制度の不十分さ 

c. 人事制度の制約 

d. 組織間の役割分担・連携の壁 

e. 組織文化の影響 

他方で、これらの課題への取組みも広義のデータマネジメントの課題の一環として捉え

得るものである。データマネジメントを実践し、データの利活用を通じた課題解決を推進

するためには、これらの課題を避けて通ることはできない。今後は、予算制度や専門人材

の育成制度、人事制度、組織体制、職員教育などの組織全体の取組みに対し、データマネ

ジメントの観点から見直しを促していくことも必要になると考えられる。 

 

2.5. データマネジメントのアプローチの類型 

 

インタビューを通じて抽出された、各機関におけるデータマネジメントに関する工夫・

努力には、大きく以下の３つの方向性があることが確認された。 

 

① 自主努力 

 

自らの組織が主導してデータマネジメントに取り組むパターンである。 

②共通化や③外部化のパターンの取組みを行う場合であっても、まずは自組織としての

データマネジメントの取組みへのコミットメントが不可欠であり、そのイニシアチブの下、

②共通化や③外部化が行われることとなる。その意味では、①～③いずれのパターンであ

っても、常にこの自主努力がデータマネジメントの取組みすべての基礎となる。 

 

② 共通化（共通仕様等準拠） 

 

標準的な仕様、あるいは共同利用型のサービスに自組織のデータの一部を合致させてい

く方向での努力である。例えば、 

 

a. データ項目を地域情報プラットフォーム標準仕様（APPLIC）に準拠して設定する 
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b. 語彙を IMI (Infrastructure for Multilayer Interoperability:情報共有基盤)2の

共通語彙基盤に準拠して定義する 

c. API 仕様を地域の共通的なサービスプラットフォームに準拠して設計する 

d. オープンデータを Linked Open Data の形式で公開する 

 

といった取組みである。住民や企業・団体の視点に立って組織間での縦割りを排除し、ワ

ンストップサービスを実現するためにも、また、組織間での重複投資を回避するためにも、

データの共通化の検討は不可欠となりつつある。 

 

③ 外部化（外部サービス調達等） 

 

米国等の諸外国でみられる取組みのパターンである。行政機関自らはデータマネジメン

トを行わず、データの利活用までの一連の作業をまとめて民間事業者に委託する。例えば、

OpenGov の例では、自治体は、予算に関する資料を紙媒体のものも含めて一括して事業者に

渡す。事業者はそれを体系的に整理し、予算書等も含めた集計・分析サービスとして自治

体に提供する。これにより、自治体側においては、 

・人件費も含めたトータルコストでみれば行政コストを抑えることができる 

・データ分析や可視化などの機能も行政独力の場合よりも高度化できる 

・同サービスを利用する他の自治体との間で共通化・標準化も自然にできてしまう 

といったメリットが得られる。現時点で、我が国でこれと同様のサービスとして提供され

ているのは、オープンデータを LOD 形式に変換するサービスなどかなり限定された範囲に

とどまっている。 

職員採用や予算が硬直的な縦割構造となっている我が国行政機関では、トータルコスト

での優位性で判断するという発想には理解が得られにくいが、将来的な方向性としては展

開の可能性がある取組みと考えられる。 

                             
2 https://imi.go.jp/ 
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図 2-2 参考：OpenGOV が提供している予算書の作成・分析サービス 

 

これらの３つの方向性の全体像を示したのが図 2-3 である。自主努力を基本としながら、

外部標準等は「2. 共通化」として業務・システムの内部で準用する一方、民間企業等でも

実施可能な業務は「3. 外部化」してゆく姿を図示したものである。なお、これらはいずれ

か一つを選択するというものではなく、複合的に取組みが行われるのが一般的である。 

以降では、「自主努力」を前提に検討を進めるが、「共通化」や「外部化」であってもデ

ータマネジメントとして実施すべき取組みは異なることはない。異なってくるのは誰がそ

の取組みを実施するかという点のみである。 

 

 

図 2-3 データマネジメントの取組みの３つの方向性 

  

  

https://opengov.com/budgeting-and-planning 

1.自主努力 

共通の 

1. データ項目 

2. 語彙定義 

3. API 仕様 等 

2.共通化 3.外部化

民間企業等

が提供する

サービス 
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3. JDMC 研究会における IT 調達時のデータマネジメント課題研究 

 

 我が国の行政機関では、データマネジメントの実践は実態として、情報システムの構築

と運用保守を担当している IT ベンダーが多くの部分を担っている。本章では、JDMC の協力

により、我が国主要 IT ベンダーの参画を得てグループインタビューを実施し、これらの企

業が認識している、行政機関におけるデータマネジメントに関する現場課題の抽出と求め

られる対応策の考察を行う。 

 

3.1. 検討の実施方法 

 

JDMC の研究会として、本件課題のためのサブワーキンググループ（以下「研究会」とい

う。）を設置し、政府・行政機関における情報システム調達に関する課題に知見の深い有識

者の参画を得て、グループインタビューを行った。 

 

① 研究会の構成 

研究会には、JDMC の理事会員企業であり、各研究会や各部会でデータマネジメントに関

する積極的な活動をしている㈱エヌ・ティ・ティ・データ、日本電気㈱、㈱日立製作所、

富士通㈱の 4社に委員として参加いただいた。 

役割 構成員 

委員 （株）NTTデータ 第一公共事業本部e-ｺﾐｭﾆﾃｨ事業部第一ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部 

部長 松尾 英史 

（株）NTTデータ 第一公共事業本部第二公共事業部営業部 

部長 渡邉 靖隆 

日本電気（株）第一官公ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部行政情報ｿﾘｭｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 

営業部長 新井 隆 

日本電気（株）第一官公ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 

ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ 青木 秀一良 

（株）日立製作所 全国公共ｼｽﾃﾑ第三本部公共ｼｽﾃﾑ推進第一部 

主管 松田 純一 

（株）日立コンサルティング 

ディレクター 小池 博 

富士通（株）公共営業本部官庁第二統括営業部第一営業部 

部長 押鐘 快之 

富士通（株）公共地域・公共・地域ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進統括部商談戦略推進室 

室長 山本 晃司 

計 8 名
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② 研究会の開催実績 

 

研究会の開催実績および各回の議題は以下のとおりである。 

 

③ 検討の進め方 

 

IT ベンダーが認識している行政機関におけるデータマネジメントに係る課題の多くは、

現行のシステムの機能要件やデータの整備状況等が、発注者側から受託者側に十分に伝達

されていないことに起因すると考えられる。その結果、例えば、のちのテスト工程等に至

って初めて想定外の要件や制約条件が明らかとなり、プロジェクトの問題が表面化するこ

ととなる。したがって、調達前にこれらの情報を把握し、調達仕様書に適切に反映させる

ことが、スケジュール遅延などの問題発生の未然防止やシステムの品質確保につながり、

ひいては受託者のみならず発注者にもメリットをもたらすことになる。 

 研究会では、この仮説のもと以下の様式にしたがって情報システム調達時に受託者であ

る IT ベンダーが実際に直面した問題事象を洗い出し、その未然の防止に向けて、特に「(7) 

留意事項・具体的な対策」を中心に発注者側で事前に取り組むべきこと、留意すべきこと、

また、調達仕様書に明記すべきこと等について議論を行い、行政機関及び IT ベンダー双方

にとってより効果的な対策や留意事項の具体化を図った。 

ファシリテー

ター 

一般社団法人 行政情報システム研究所 

主席研究員 狩野英司 

事務局 一般社団法人 日本データマネジメント・コンソーシアム事務局 

（株）リアライズ 代表取締役社長 大西浩史 

開催回 開催日時 主な議題 

第 1回 2017 年 1 月 20 日 ・サブ WG の趣旨について 

・行政機関向けデータマネジメント導入ハンドブックにつ

いて 

第 2回 2017 年 2 月 24 日 ・行政のデータマネジメントに関する問題点および留意す

べき事項について 

第 3回 2017 年 3 月 13 日 ・成果取りまとめの方向性について 

・今後のハンドブック等の改善・拡充のあり方 等 
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表 3-1 問題事象の洗い出しで使用した様式 

# 回答項目 回答内容 

(1) 問題の発生場面 

以下のうち該当するものを選択。 

・単独のシステム新規開発・更改の場合[単独] 

・複数のシステムを連携させてデータを利活用するシステム構築の場合は[連携] 

(2) 構成要素の該当箇所 データマネジメントの構成要素におけるどの領域で発生した問題なのかを選択。 

(3) 問題事象 発生した問題事象を記載。 

(4) 課題認識の観点 

以下のどちらの観点から課題として認識したのかを記載。 

(1）データを利活用できるようにするため 

(2)ベンダー側への過剰なリスク負担を回避するため 

(5) 発生した事象 発生した問題事象の具体を記載。 

(6) 問題の原因 問題が発生したそもそもの原因を記載。 

(7) 留意事項・具体的な対策 

どのようなことに留意していればその問題の発生を抑止または回避できたか、また可能な範

囲で具体的な対策を記載。 

例：「調達仕様書に○○○を記載する」「行政機関側であらかじめ△△を事前調査しておく」等

 

3.2. 抽出された問題の類型 

 

研究会で指摘されたのは大きく以下の a～dの４つの事象である。これらは表 3-2 に示す

①～⑭の具体的問題から構成される。 

 

a. データの品質：システム更改時の移行元データの不備やデータの表記方法の不統一とい

った、データそのものの品質が確保されていないことにより発生する事象 

b. データの管理：データの責任所在が不明確、データの運用管理ルールの未整備といった、

データ管理が十分に行われていないことにより発生する事象 

c. データの運用：人事異動後の引継ぎが不十分、人的な入力ミスといった、主に人的要素

により発生する事象 

d. データの権利関係・原本性：外字フォントや辞書等の権利関係、データの原本性の制約

等により発生する事象 
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表 3-2 問題の類型 

類型 具体的事象 事象の内容 

a.データの

品質 

① 
移行元データの

不備 

データの桁落ちや欠損といった元データの品質に起因する問題。補間プログラムの作

成といった想定外の作業が発生している。 

② 
データ管理手法

の相違 

新旧システム間あるいは連携システム間における、データ管理手法（DB 管理方法、マ

スタデータの定義、取り扱う外字等）の相違に起因する問題。 

③ 

データ表記方法

の不統一 

（表記ルールの

未統一） 

新旧システム間あるいは連携システム間における、データの入力方法が不均一であ

ることに起因する問題。 

データ移行時、データ連携の統合テスト時に発覚して、作業の手戻りが発生している。

④ 
固有のロジック

の混在 

実態の運用と合わせるために、暫定的に固有のロジックが組み入られ、またそれら特

殊な事情が設計書等に反映されていないことに起因する問題。 

⑤ 
ドキュメントと実

態の差異 

旧システムの既存ドキュメントに記載されている内容と、実態のシステムの機能、デー

タ定義との間に差異があることに起因する問題。本番テスト時にデータ自体の不備、

データ項目・構造の矛盾が発覚し、設計の見直し等につながっている。 

b.データの

管理 

⑥ 
データの責任所

在の不明確 

データの移行時のデータについて、明確な承認者が定められていないことに起因する

問題。 

移行後にデータの不整合発覚につながっている。 

⑦ 
運用ルールの未

整備 

連携システム間で、マスタデータ等共通データの更新・削除に係る運用ルールが未整

備であることに起因する問題。 

共通データが更新・削除されることが、連携システムの不具合につながっている。 

⑧ 
開発事業者間の

情報共有不足 

変更内容について、連携先となる開発事業者と情報共有が十分に行えていないこと

に起因する問題。 

データ不整合が発生して、処理の異常終了等につながっている。 

⑨ 
セキュリティポリ

シーの相違 

セキュリティポリシーの考え方の相違に起因する問題。万一の際の責任の所在が不

明確となっている。 

c.データの

運用 

⑩ 
移行後の運用想

定誤り 

移行後における、利用者範囲の拡大に伴うデータ量、ユースケースの変更等の想定

が、実態と乖離していることに起因する問題。 

⑪ 
移動時の引継ぎ

不十分 

設計書等に反映されていない暫定的な処理方法について、異動時に十分に引き継が

れていないことに起因する問題。 

⑫ 人的な運用ミス マスタデータの入力誤りといった人的な運用上のミスに起因する問題。 

d.データの

権利関係、

原本性 

⑬ 権利関係の制約 
外字フォント、辞書等の権利関係の制約に起因する問題。移行の際に想定外の作業

が発生している。 

⑭ 
原本性の解釈の

相違 

原本性の解釈の相違に起因する問題。 

そのままデータ移行が行えず、紙台帳からデータを取りなおすといった想定外の作業

が発生している。 
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3.3. 個別の問題と対応の考え方 

 

以下、表 3-3～3-16 において、前節で示した「①移行元データの不備」～「⑭原本性の

解釈の相違」の類型ごとに、研究会での議論を通じて確認された問題事象を「発生した事

象」として抽出・整理するとともに、それらが発生した原因を「問題の原因」として整理

した。さらに、それぞれの問題事象に対し、行政側として取り組むべき対応を「留意事項・

対策の想定」として整理した。 

 

 

①移行元データの不備に起因する事象 

 データの桁落ちや欠損といった元データの品質に起因する事象。補完プログラム

の作成といった想定外の作業が発生する場合がある。 

表 3-3 移行元データの不備に起因する事象 

No. 発生した事象 問題の原因 留意事項・対策の想定 

① -1 桁落ちした氏名等が連携され、連

携先で不一致が発生し、当該月の

処理締切りに間に合わず、翌月処

理に回るものが発生した。 

マスタデータ及びトランザクシ

ョンデータの移行で、トランザク

ションデータのみ桁落ちした氏

名が一部登録されていた。 

現行システムのデータ品質の

把握、データクリーニングが望

ましい。 

①-2 データ移行時に移行プログラムの

追加が発生した。 

本稼働後にデータの修正、再印刷

が発生した。 

データ移行時に一部の項目に欠

損が判明、補完するためのプラグ

ラムの作成が発生した。加えて、

補完方法の仕様に考慮漏れがあ

り、集計時に誤った金額を算出、

除外対象も発生した。 

現行システムのデータ品質の

把握、データクリーニングが望

ましい。 
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②データ管理手法の相違に起因する事象 

 新旧システム間あるいは連携システム間における、データ管理手法（DB 管理方法、

マスタデータの定義、取り扱う外字等）の相違に起因する事象。 

表 3-4 データ管理手法の相違に起因する事象 

No. 発生した事象 問題の原因 留意事項・対策の想定 

②-1 旧システムから新システムへのデータ移行

時に、プライマリキー重複が発生 

旧・新システムの

データ管理手法

の違いを事前に

調査する工程が

不足。 

システム開発の調達、企画段階で発注

者が調査することが望ましい。または、

開発契約のスコープにデータ調査&設

計を含めることも望ましい。 

②-2 税情報の連携（税→国保など）にあたり、

全く同じ項目名について解釈が異なってい

た（一レベル下の項目をあらかじめ合算す

るのかしないのかといった内容）ため、連

携したあとに国保料を計算した結果に誤り

が生じた。 

仕様書における

データ項目説明

が十分ではなか

った。 

データ項目説明は、項目そのものの意

味的な説明だけでなく、その項目にセ

ットするデータの生成過程（いつ、誰

（何）が、何を用いて、どのように）

を明示する必要がある。特に、日付、

金額については注意が必要。 

②-3 参照する他システムのマスタ項目不備。総

合テスト段階で、複数のシステムの連動テ

ストにより発覚するケースが多い。 

(例) 開発対象システムでは必須の項目

が、連携されてくるマスタで任意または省

略可となっている。想定外の「NULL」が設

定されている等。 

要件定義、データ

設計前の既存デ

ータの調査工程

が不足。 

システム開発の調達、企画段階で発注

者が調査することが望ましい。または、

開発契約のスコープにデータ調査&設

計を含めることが望ましい。 

②-4 システム間で使用する外字コードが不一

致。総合テスト段階で、複数のシステムの

連動テストにより発覚するケースが多い。

(例) 住所や氏名で外字が使用されてお

り、受信したシステム側で文字化けが発生

する。 

要件定義、データ

設計前の既存デ

ータの調査工程

が不足。 

システム開発の調達、企画段階で発注

者が調査することが望ましい。または、

開発契約のスコープにデータ調査&設

計を含めることが望ましい。 

②-5 県、市、町字等を分けて管理しているシス

テムと分けずにベタ書きしているシステム

の連携時に齟齬が発生した。また、「方書

き」の扱いがまちまちで齟齬が発生した。

事前にデータ形

式の摺合せをし

ていなかった。 

調達仕様書に住所の管理方法について

明記することが望ましい。 

②-6 氏と名が分かれている/分かれていないケ

ース、分かれていないが間に全角/半角スペ

ースが入るケースなどがあり、齟齬が発生

した。 

事前にデータ入

力時の制約事項

を確認しなかっ

た。 

調達時に、データ入力の運用手順を整

理をしておくことが望ましい。 
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 ③データ表記方法の不統一に起因する事象 

  新旧システム間あるいは連携システム間におけるデータの入力方法が不均一であ

ることに起因する事象。データ移行時、データ連携の統合テスト時に発覚して、作業

の手戻りが発生している。 

表 3-5 データ表記方法の不統一に起因する事象 

No. 発生した事象 問題の原因 留意事項・対策の想定 

③-1 各地方拠点に存在するサーバーを統合するケー

ス等で発生。 

各拠点では、歴史的になじみのある呼称や形式を

使用しているが、統合システム側では JIS 規格を

使用しているケースなどで、同一住所が別物と判

断される。 

旧・新システムの

データ表記方法

の違いを事前に

調査する工程が

不足。 

システム開発の調達、企画段階

で発注者側が調査する必要あ

り。または、開発契約のスコー

プにデータ調査&設計を含め

る。 

②-2 Null、空白、あらかじめ決められた初期値、など

のルールが不明確。生年月日不詳(年しかわから

ない等で一部不詳の場合もあり)の場合に

「99999999」を指定するようなケースもある。本

稼働後にデータの修正、再印刷が発生した。 

要件定義におけ

る調査が不十分

であった。 

調達仕様書のデータ項目の説

明に加えていただきたい。 

④-3 1 未満の数の扱い方法に関する認識齟齬。総合テ

スト段階で、複数のシステムの連動テストにより

発覚するケースが多い。 

(例) 0.8の場合の整数部の表現方法を省略する

かどうか。 

「.8」または「0.8」の 2 通りの設定が可能。 

要件定義、データ

設計前の既存デ

ータの調査工程

が不足。 

システム開発の調達、企画段階

で発注者側が調査する必要あ

り。または、開発契約のスコー

プにデータ調査&設計を含め

る。 

④-4 コード値の属性に関する認識齟齬。総合テスト段

階で、複数のシステムの連動テストにより発覚す

るケースが多い。 

(例) コード値に含まれるハイフンの形式が多

数存在する。「半角-」または「全角－」または

「長音ー」 

 (例) コード値に含まれるカナが「半角」また

は「全角」の両パターンが存在する。 

要件定義、データ

設計前の既存デ

ータの調査工程

が不足。 

システム開発の調達、企画段階

で発注者側が調査する必要あ

り。 

または、開発契約のスコープに

データ調査&設計を含める。 

④-5 氏名、通称名、併記氏名の扱いがまちまち。重複

入力が必要かどうかで齟齬が生じることがあっ

た。 

事前にデータ入

力時の制約事項

を確認しなかっ

た。 

調達時に、データ入力の運用手

順の整理をしておいてほしい。

④-6 意味が同じなのに名称が異なり連携に手間がか

かることがあった。例えば、「納付組合」と「納

組」のような略称を用いるケース、「給付額」「給

付費」のように表記が異なるケース、や「受付日」

「申請日」のように異なる名称を用いるケースが

あった。 

仕様書の項目説

明の内容が不十

分であった。 

調達仕様書の項目説明は丁寧

かつ具体的にしたい。 
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 ④固有のロジックの混在に起因する事象 

実態の運用と合わせるために、暫定的に固有のロジックが組み入れられ、またそ

れら特殊な事情が設計書等に反映されていないことに起因する事象。 

表 3-6 固有のロジックの混在に起因する事象 

No. 発生した事象 問題の原因 留意事項・対策の想定 

④-1 過去の法制度改正時に、管理が必要と

なったデータについて、暫定的に備考

欄、メモ欄のような予備的なデータ項

目を利用する対応をしていた。そのこ

とが設計書等に明記されていない状態

でその後仕様変更などの対応を行い、

日付を遡った処理のときに不具合が発

生した。 

法制度改正時（期間、補助

金等の制約あり）の暫定的

な仕様について、ドキュメ

ントに明示されていなか

った。 

暫定対応のまま運用する場合

は、それを正式な対応としてド

キュメント化するよう IT 事業

者に指示することが望ましい。

④-2 計算結果の端数の処理に顧客特有のロ

ジック(従来との整合性をとるため)が

あり、仕様書に現れない特殊事情が考

慮できなかった。特に、税額計算や給

与計算の訴求処理等で生じる。 

調達前に、計算ロジックに

関わるリスクの検討が不

十分であった。 

調達前に、特殊事情の説明が必

要。 

 

 

 ⑤ドキュメントと実態の差異に起因する事象 

旧システムの既存ドキュメントに記載されている内容と、実態のシステムの機能、

データ定義との間に差異があることに起因する事象。本番テスト時にデータ自体の

不備、データ項目・構造の矛盾が発覚し、設計の見直し等につながっている。 

表 3-7 ドキュメントと実態の差異に起因する事象 

No. 発生した事象 問題の原因 留意事項・対策の想定 

③-1 既存システムの設計ドキュメントに基づい

て新システムの設計を実施したが、識別番

号自体は一意であればよいという認識か

ら、新システム切替を契機に新しい体系で

番号を採番する方針で設計を進めたとこ

ろ、既存システムでは番号自体に意味を持

たせていた場合があること（何桁目が 9 で

あれば○○等）が後から発覚し、大きな手

戻りとなった。 

一つの項目に複数の意味（一

意な識別番号以外の意味）を

持たせていた。また、現行シ

ステムの仕様書において、項

目の詳細な意味が明示され

ていなかった。 

本質的には、データ設計

においてきちんと正規化

をすることが対策にな

る。 

新システムの調達前に、

発注者としてデータの意

味、使われ方を調査して

ドキュメントに明記する

ことが重要。 

⑤-2 現行システムのドキュメントに基づいて設

計を行ったが、実際の機能・データとドキ

ュメント内容に差異があり、本番テストで

機能不足、データ自体の不備、データの項

目、構造の矛盾が発覚し、設計の見直しが

発生した。 

現行システムのドキュメン

ト等が適正に更新されてお

らず、実現機能の要件を明確

にする場合、事前に実機によ

る機能要件の確認が必要。 

発注者側（コンサルを含

む）で機能要件について

確認し、設計書等のドキ

ュメントを不備なく提示

する必要がある。 

⑤-3 設計書に記載の内容と実際のシステムの動

きが異なり、データの不備が発生した。ソ

ースを見ないと事実が分からず、想定外の

工数がかかった。特に、微改修を重ねてい

るシステムでは、設計書の改訂が追い付い

ていないケースがあった。 

改修を重ねる際にドキュメ

ントが反映されない、予算の

関係で省略する、などの原因

がある。 

調達前に、設計書の品質

を事前に知らせることが

望ましい。 
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 ⑥データの責任所在の不明確に起因する事象 

データの移行後のデータについて、明確な承認者が定められていないことに起因

する問題。 

移行後にデータの不整合発覚につながっている。 

表 3-8 データの責任所在の不明確に起因する事象 

No. 発生した事象 問題の原因 留意事項・想定される対策 

⑥-1 新システム移行後のデータ

の正しさを、誰も承認せずに

（責任を持たずに）移行を完

了したため、稼働後の運用の

中でデータの不整合が多数

発覚した。 

移行後のデータの正しさを、どの

ように判断するかの基準が不明

確であったため、 終確認が曖昧

なまま、稼働してしまった(デー

タの管理、責任) 

移行後のデータの確認基準は、IT

事業者だけでは策定できないた

め、発注者、利用する各部局の利

用者が一体となって、実運用に即

して判断基準を策定する必要があ

る。 

また、運用データは誰のものか（誰

が責任を持つのか）を明確にする。

 

 

 ⑦運用ルールの未整備に起因する事象 

連携システム間でマスタデータ等共通データの更新・削除に係る運用ルールが未

整備であることに起因する問題。共通データを更新・削除することで、連携システ

ムの不具合につながっている。 

表 3-9 運用ルールの未整備に起因する事象 

No. 発生した事象 問題の原因 留意事項・想定される対策

⑦-1 あるシステムからマスタデータのメンテナ

ンスを実施したところ、別のシステムで不

具合が発生する。 

(例) 論理削除、物理削除の概念の相違。

データの有効期間に関する概念の相違。適

用開始・終了の考え方の相違等。 

開発元が異なるシステム

間での共通データの運用

ルールの欠如。 

システム開発の調達、企画

段階で発注者側が調査す

る必要あり。 
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 ⑧開発事業者間の情報共有不足に起因する事象 

変更内容について、連携先となる開発事業者と情報共有が十分に行えていないこ

とに起因する問題。データ不整合が発生して、処理の異常終了等につながっている。

表 3-10 開発事業者間の情報共有不足に起因する事象 

No. 発生した事象 問題の原因 留意事項・想定される対策 

⑧-1 データの編集、出力処理で、処

理が異常終了した。 

連携中のデータ内容の桁数が

変更されたが、連携先に伝達さ

れておらず、連携先が未対応で

処理が異常終了 

連携に係るデータ変更時の連絡ル

ールの整備が必要。 

 

 

 ⑨セキュリティポリシーの相違に起因する事象 

セキュリティポリシーの考え方の相違に起因する問題。万一の際の責任の所在が

不明確となっている。 

表 3-11 セキュリティポリシーの相違に起因する事象 

No. 発生した事象 問題の原因 留意事項・想定される対策 

⑨-1 発注者と受託者で、データ取扱

いのセキュリティレベルの認

識に相違がある。 

(例) 本番データを取り扱い

時の事前の手順承認の要否、作

業時の発注者の立会の要否な

どの考え方に相違がある。 

情報セキュリティポリシーに

対する基本的な姿勢の相違が

原因。発注者側のセキュリティ

意識の低さに起因することが

多い。 

保守作業などの契約前の、セキュ

リティポリシーの確認、契約事項

への盛り込みが必要。 
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 ⑩移行後の運用の想定誤りに起因する事象 

移行後における、利用者範囲の拡大に伴うデータ量、ユースケースの変更等の想

定が、実態と乖離していることに起因する問題。 

表 3-12 移行後の運用の想定誤りに起因する事象 

No. 発生した事象 問題の原因 留意事項・想定される対策 

⑩-1 国などに報告する統計資料を

システムで出力することとし

たが、正しい数値を算出するた

めに必要となるデータ項目に

ついて厳密な運用ができず（窓

口ですぐに確認できず、関係機

関に確認のうえ後日入力する

しかない項目があり、統計処理

の締め日には間に合わない

等）、結局、紙ベースの申請書

類を見ながら、後日数値を補正

しながら運用していた。 

システムを利用するにあたっ

ての業務運用が整理できてい

なかった。 

システムの設計開始前に、利用者

としての事務運用フローを明確に

して、データの発生・入力・利用

のタイミングを明らかにすること

が望ましい。 

⑩-2 現行システムからの移行デー

タに不備があり、新システムの

機能仕様に合わないデータが

多数内在してしまい、本番稼働

後に、データ補正作業が発生し

た。 

現行システムと新システムと

の移行データの調査、仕様検討

は実施したが、現行システムで

の使用頻度の低かった機能を

新システムで強制的に使い始

めたところ、本番稼働後に利用

者から不備が指摘された。 

システム移行の際には、現行シス

テム側も交えて（プロジェクトに

参画）移行仕様の確認・調整を行

い、移行仕様を確定する必要があ

る。 

⑩-3 設計時点において、稼働後のデ

ータ増加量を過少見積りして

いたため、実際には想定以上の

データ量となってしまい、リソ

ース（CPU、ディスク）不足に

よりシステム動作が不安定と

なった。 

現行システムでは、各部局の利

用者 

はあまり利用していない状態

であったが、その状況を認識せ

ず現行システムの実績を基に、

新システムのデータ量を見積

もっていた。実際には新システ

ムでシステム利用が当初想定

以上に増加したため、見積り値

を超えてしまった。 

各部局の現状及び今後の利用状況

を十分に調査したのちに、新シス

テム稼働後の利用状況を想定すべ

きであった。 

発注側で今後の利用状況は事前に

調査し、調達時の要件として提示

することが望ましい。 

 

 

 ⑪異動時の引継ぎ不十分に起因する事象 

設計書等に反映されていない暫定的な処理方法について、異動時に十分に引き継

がれていないことに起因する問題。 

表 3-13 異動時の引継ぎ不十分に起因する事象 

No. 発生した事象 問題の原因 留意事項・想定される対策 

⑪-1 ⑩-1 の問題について、職員の

異動を契機に、この運用自体が

きちんと継承されず、長期にわ

たり誤った数値のまま国に報

告される結果となった。 

データの取り扱いに関する運

用が継承されなかった。 

事務運用フローは、データの取り

扱いについても明文化して、職員

の異動時等も確実に引き継ぐ必要

がある。 

 

 

 ⑫人的な運用ミスに起因する事象 

マスタデータの入力誤りといった人的な運用上のミスに起因する問題。 
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表 3-14 人的な運用ミスに起因する事象 

No. 発生した事象 問題の原因 留意事項・想定される対策 

⑫-1 外部の機関名が出力される一

覧系の帳票で、誤った機関名を

含む一覧が送付された。 

職員による機関名マスタ入力

ミス 

発注側でダブルチェックなどの運

用対応が必要。 

 

 

 ⑬権利関係の制約に起因する事象 

外字フォント、辞書等の権利関係の制約に起因する問題。移行の際に想定外の作

業が発生している。 

表 3-15 権利関係の制約に起因する事象 

No. 発生した事象 問題の原因 留意事項・想定される対策

⑬-1 既存システムからデータを移行するにあたり、既

存システムの外字フォントや辞書については、利

用者に版権がない（IT 事業者が版権を留保）し

ていることが発覚し、新たにフォントや辞書を作

り直す必要があった。 

調達前に、データを

構成する要素に関す

る権利関係が確認で

きていなかった。 

調達前に、現行システムか

ら継承すべき資産の洗い

出しと、その権利関係を整

理しておくことが望まし

い。 

⑬-2 利用者登録機能において、パスワードチェック時

に辞書にある用語を不可にするチェック機能が

必要であったが、辞書に著作権があるため、現行

システムの辞書がそのまま使えず、辞書を作り直

す必要があった。 

調達前に、辞書に関

する権利関係を確認

しなかった。 

調達前に、現行システムか

ら継承する資産の洗い出

しと権利関係の整理をし

ておくことが望ましい。 

⑬-3 他システム（国のシステム）のフォントを自庁内

システムでも表示・印字できるようにしたいと考

え、フォントの移行（もしくは購入）をしようと

したが、権利関係から不可能との判断になり、多

くのコストをかけて、紙に印字されたフォントを

見ながら、独自のフォントを作成した。 

調達前に、データを

構成する要素に関す

る権利関係が確認で

きていなかった。 

調達前に、現行システムか

ら継承すべき資産の洗い

出しと、その権利関係を整

理しておくことが望まし

い。 

 

 

 ⑭原本性の解釈の相違に起因する事象 

原本性の解釈の相違に起因する問題。そのままデータ移行が行えず、紙台帳から

データを取りなおすといった想定外の作業が発生している。 

表 3-16 原本性の解釈の相違に起因する事象 

No. 発生した事象 問題の原因 留意事項・想定される対策 

⑭-1 印鑑登録における印影の移行

にあたり、既存システムにおけ

る取り込み解像度と、新システ

ムにおける管理・出力解像度が

異なることから、一定のアルゴ

リズムで画像変換を行うこと

としたが、「原本性が損なわれ

る」という理由から変換は不可

とされ、紙台帳から新システム

で読み取りなおすことなった。

調達前にデータの原本性を保

証する定義（レベル）が確立さ

れていなかった。 

調達前に、特に画像、音声などア

ナログ⇔デジタルの変換が必須と

なるデータについては、その原本

性を保証する定義をしておくこと

が望ましい。 
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3.4. まとめ 

 

以上の検討を経て、行政機関のデータマネジメントに係る課題として、昨年度調査では

明確には確認されていなかったが、実際の業務・システムの構築・運用に影響を及ぼして

いると思われる問題が多数確認された。特に、「人的な運用ミスに起因する事象」、「利権関

係の制約に起因する事象」、「原本性の解釈の相違に起因する事象」、「データ管理手法の相

違に起因する事象」は、新たに確認された観点である。 

これらの結果は、確認された問題事象にどのように未然または事後速やかに対処すべき

かを示唆するノウハウとして活用可能である。そこで、特にそのうち表 3-17 に示す点につ

いては、昨年度版ハンドブックにおいて作成した「第 5 章：調達仕様書の作成時に考慮し

ておくべき観点」のチェックリストとして追加しておくことが望ましい。 

 

表 3-17 調達仕様書作成時のチェックリストに新たに追加すべき確認視点 

データマネジメントに関する記載の確認視点（上段）／確認の不足によって想定されるリスク（下段）

■マスタデータ管理 

職員一人によるマスタデータの入力及びチェック

ではなく、複数職員によるマスタデータのダブルチ

ェックなどの運用ルールを設けること。 

その要件を整理・明確化する実施タスクを受託者

に対して明示すること。 

【取組み不足による想定リスク】 

マスタデータの入力ミスにより、後工程で

想定外のデータ発生による不具合を招く恐

れ 

■データの権利関係の把握 

既存システムから外字フォントや辞書を引き継ぐ

際、その知的財産権の保有者や権利関係を把握にす

ること。 

引き継ぐ資産の利権関係を整理・明確にし、受託

者に対して明示すること。 

【取組み不足による想定リスク】 

既存システムの外字フォントや辞書が引き

継ぐことができないことにより、新規に作

成しなければならず、後工程で想定外の作

業を招く恐れ 

■データ（印影等の画像）の原本性保証 

既存システムから印影等の画像データを引き継ぐ

際、画像データの原本性の考え方とその対応方針を

受託者に対して明示すること。 

 

【取組み不足による想定リスク】 

原本性保証に関する解釈の食い違いによ

り、紙データから画像データを新規に作成

しなければならず、後工程で想定外の作業

を招く恐れ 

■連携テスト 

連携システム間でコード体系やデータ管理手法、

データ入力方法等がないか、事前に確認すること。

その要件の整理・明確化する実施タスクを受託者

に対して明示すること。 

【取組み不足による想定リスク】 

システム間で解釈やコード値の認識が異な

ることにより、システム間の連携テストで

不具合を招く恐れ 
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4. 人工知能（AI）の導入・運用におけるデータマネジメントの検討 

 

ここ数年、政府では、行政機関におけるデータの利活用に向けて、EBPM(Evidence Based 

Policy Making)の推進をはじめとする様々な施策が立案・実施されている。こうしたデー

タ利活用に向けた取組みの中で、期待が高まっているテーマの一つが人工知能（以下「AI」）

の導入である。 

 本章では、行政機関が自らの業務・サービスに AI を導入する場合に求められるデータマ

ネジメントに、通常の情報システム構築の場合との間での違いがあるか、また、どのよう

な点に留意してデータマネジメントを実践すべきかを検討する。 

 

4.1. AI－情報システム間でのデータの用途、必要量、種類の違い 

 

AI には大きく、予め人間が設定した判断基準に則って処理を行うルールベースの AI と、

大量のデータから機械が習得した判断基準に則って処理を行う機械学習型の AI とがある。

どちらの場合も機能させるためにはデータが不可欠であるし、使用するデータの品質に問

題があれば、処理結果も問題を含んだものとなる。 

 

 

図 4-1 AI と情報システムの関係（教師あり機械学習の例） 

 

他方で、データの用途や必要量、種類は、AI と通常の情報システムの間、また機械学習

型の AI とルールベースの AI とでは異なってくる。さらに、機械学習型 AI であってもアル

ゴリズムによって大きく異なってくる。データマネジメントの観点でこれらの違いを概観

すれば以下のとおりとなる。 

 

⼊⼒ 処理 出⼒ 

教師データを整備 学習済みモデルを作成

実装

機械学習

データに問題があれば

問題のある学習済みモ

デルとなり、誤った処

理結果が出⼒される 

処理機構
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表 4-1 情報システムと AI の間のデータの用途、必要量、種類の違い 

 AI 
通常の情報システム 

機械学習型 ルールベース 

用途 ・データから業務処理の

判断基準自体を生成 

・業務処理の判断基準は人

間が設定。データは主に出

力情報として利用 

・業務処理の判断基準は人

間が設定。分類等の判断基

準としてデータを利用 

量 ・基本的には量が多い程

判断の精度が向上する 

・量が多い程、回答パター

ンのバラエティが増える 

・サービスや用途に応じて

一定量が必要 

種類 ・あらゆるデータ 

（例：テキスト、動画、

画像、音声、数値） 

・数値データ 

・人間が読めるデータ

（例：テキスト、音声） 

・数値データ 

・人間が読めるデータ

（例：テキスト、音声） 

 

4.2. AI の処理内容に応じたデータマネジメントの違い 

 

AI 利用の場合に、実際にどのようなデータマネジメントが必要とされるかは、AI 側でど

のような処理を行うかによって異なってくる。 

仮に AI によるデータ処理を、大量の文章の中から不正の予兆や証拠を検出するフォレン

ジック調査などに用いられる「自然言語処理」、コールセンターでの自動応答などに用いら

れる「画像・音声解析」、設備・インフラ保守における異常検知などに用いられる「アノマ

リー（異常値）分析」に分けると、それぞれのデータマネジメントの重点は以下のように

変わってくる。 

 

 自然言語処理：メタデータ（書誌情報、発生日、ソース、責任者等）が重要 

 画像・音声解析：メタデータに加えデータの形式（ファイル形式、文字コード）も重要 

 アノマリー分析：メタデータ、データ形式に加えデータの意味（体系や値条件）も重要 

 

これを利用するデータの種類、典型的な利用目的も含めて関係性を整理すると図 4-2 の

とおりとなる。 
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図 4-2 機械学習型の AI 利用に求められるデータマネジメント（分析種類別） 

 

AI、特に機械学習型の AI では、データそのものが判断基準を形成することになるため、

通常の情報システム以上にデータの重要性は高い。また、学習用のデータを整備し、チュ

ーニングしていくなど独特のプロセスも必要とされる。データそのものの取扱いにも差異

が出てくる。AI では利用する手法によって、データマネジメントで考慮すべき重点は異な

ってくる。また、そこで利用するデータも、用途、量、種類は異なってくる。 

しかしながら、データに対して「データ品質の確保」と「データ利活用の定着化」が求

められる点は通常の情報システムと変わらない。そしてこれらの取組みにおいて AI 特有の

要素はあまりないと考えられる。AI を用いない通常の情報システムにおいても、マスタデ

ータをはじめ様々なデータを必要とする。正確なデータが投入されていなければ正しい出

力結果が得られない点も AI の場合と同様である。すなわち、通常の情報システムであって

も、AI であってもデータマネジメントが必要とされるところに本質的な違いはないと考え

られる。 

したがって、AI 利用におけるデータマネジメントには、前述のような AI 特有の特徴を意

識したうえで、通常の情報システム構築・運用で想定されるのと同様のデータマネジメン

トの取組みを行えばよいはずである。 

 

4.3. 有識者へのインタビュー 

 

以上の仮説を検証するため、AI の実事業への導入に携わってきた有識者へのインタビュ
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ーを行った。インタビュー対象者とその選定理由は以下のとおりである。 

 

インタビュー対象者 選定理由 

①（株）リクルートホールディングス R&D

本部 RIT 推進室長 石山 洸氏（注：肩書き

は取材当時のもの） 

自社事業の強化に AI を活用するとともに、

その成果を体系的に世の中に発信している。

②（株）FRONTEO 執行役員 CTO 行動情報科

学研究所長 武田 秀樹氏 

フォレンジック調査などのサービスを法執

行機関に提供しており、行政での AI 活用に

関する知見を有する。 

 

各氏へのインタビュー結果のうち AI のデータマネジメントに関する回答内容の概要は以下

のとおりである（注：インタビューは 2017 年 2 月当時）。 

 

①（株）リクルートホールディングス 

・ 昨年度版ハンドブックで示されているコンセプトやフレームワークについて、大き

な認識のずれはない。 

・ データマネジメントのあり方は、システム開発を内製しているかどうかや、実行時

の開発／運用プロセスに依存して決まってくる。 

・ データマネジメントについては、長期的な効果の創出や事業の継続の観点が重要で

ある。そのためには組織マネジメントやプロセス管理が必要。行政機関においても、

省庁横断の CTO、または各省の CTO の配置を検討すべき。 

・ AI では、システム間でデータの授受を行うための API が重要。例えば、チャットボ

ットでは、1 回のクエリに対して複数のサービスにリクエストを投げるため、複数

のサービスが API の口を持ち、データが繋がる必要がある。データが繋がっていな

いと複数の窓口が必要になるといった非効率が生じる。 

・ 図 4-2 は同じ認識である。コールセンターの自動応答において、画像・音声データ

とテキストを組み合わせて利用する場合、結合（名寄せ等）が大変。テキストから

の回答の抽出や教師データの作り方への考慮が必要 

 

②（株）FRONTEO 

・ データ活用を前提としたデータマネジメントを考えることが重要。 

・ 様々なデータフォーマットに対応し、データ整形ができていなくても解析できる仕

組みを用意している。 

・ データを自ら整備し、整形するよりも、外部のデータ解析サービスを活用した方が

早い。 

・ 解析対象が変わった場合に、プロパティの追加ができるなど、分析やデータ活用の
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観点の変化に柔軟に対応できるシステム設計とすることが重要。 

・ 教師データ作成においては、経験豊富な人の判断を活用することが重要。信頼でき

る教師データを作ることが品質確保につながる。同質の判断を下すには少数の教師

データの方が効率的な場合もある。 

・ AI 活用の目的に合わせてデータを取り出せるようにしておくことが重要。 

 

4.4. まとめ 

 

データマネジメントの基本的な考え方は AI利用の場合であっても変わるところはないこ

とが有識者へのインタビュー結果からも明らかになった。他方で、データの取り扱いにつ

いては、AI 特有の工夫が必要である。 

機械学習の場合、どのようなデータを投入するかによって判断基準が形成されるので、

教師データの設定が重要となる。精緻にメタデータを付与したり、欠損値の穴埋め処理を

したりしなければならない場合もあれば、必ずしも大量のデータすべての形式変換や整形

をしなくてもよい場合もある。こうした判断は一概には言えないのでケースバイケースで

判断するほかない。 

また、データが判断基準を形成するという AI 特有の条件から、システム構築において特

に設計の柔軟性を確保すること、また、質の高い教師データを作りこむことが重要である。 
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5. 今後の取組み（昨年度ハンドブックの見直し） 

 

本調査研究では、第 1 章において、行政のデータマネジメントに関する各活動を位置づ

けるためのデータのライフサイクルのプロセスを定義した。その上で、第２章では、行政

機関等に対してインタビューを実施し、データマネジメントに関する活動の好事例を収

集・整理した。さらに第３章では、政府の情報システムのデータマネジメントに深く関わ

っている IT ベンダーの参画を得てグループインタビューを実施し、行政サイドからは必ず

しも把握が容易でない課題を明らかにした。第 4 章では、AI の導入を行う場合も、他の場

合と同様のデータマネジメントを実施することが重要であることが示された。 

本章では、これらの調査研究の結果から得られた知見を広く行政部門に展開するために

必要となる昨年度版ハンドブックの拡充の方向性を提言する。 

 

 

図 1-1 本調査研究の流れ（再掲） 

 

昨年度版ハンドブックでは、行政におけるデータマネジメントの導入に向けた基本的考

え方をとりまとめるとともに、実践に向けた第一歩として、「調達仕様書の作成時に考慮し

ておくべき観点」を示した。 

本調査研究では、これらの成果を踏まえ、第１章で定義したデータマネジメントのライ

フサイクルプロセスに則って、第２章および第３章で示した調査研究の結果として得られ

たデータマネジメント実践のノウハウを整理し、「行政データマネジメント導入ハンドブッ

ク・実践編」として取りまとめる。 

なお、昨年度版ハンドブックについては「調達仕様書の作成時に考慮しておくべき観点」

を切り離し、第３章まとめの内容を反映したうえで「実践編」に移管し、「行政データマネ

ジメント導入ハンドブック・総論編」として位置づける。すなわち、導入ハンドブックは

これら「総論編」および「実践編」の両文書からなる２部構成とする。 

 

第１章：行政機関におけるデータマネジメントのフレームワークの整理 

第２章：行政機関におけ

るデータマネジメント

の実践ノウハウ調査 

第３章：JDMC 研究会にお

ける IT 調達時のデータ

マネジメント課題研究 

第 5章：今後の取組み（昨年度ハンドブックの見直し） 

第 4 章：データマネジメ

ントに基づく AI 技術の

導入・運用方法の検討 
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表 5-1 導入ハンドブック（総論編）と（実践編）の位置づけの違い 

 総論編 実践編 

目的 データマネジメントの全体像を理解

し、取組みを動機づけるための素材を

提供する。 

データマネジメントを実践するためのノ

ウハウを提供する。 

内容 (1) データに係る典型的な問題事例 

(2) データマネジメントにより実現

できること 

(3) データマネジメントへの取り組

みの主要タスク 

(1) データマネジメント実践ノウハウ集

(2) 調達仕様書作成時チェックリスト 

利用場面 

（例） 

・ 組織内でデータマネジメントの意

義や必要性を説明する際の資料作

成の素材として引用する。 

・ データ利活用の企画を行うにあた

り、データマネジメントの全体像

を把握する。 

・ データに関する問題が発生した際に

参考になりそうな解決策を調べる 

・ データ利活用に向けた取組みの各フ

ェーズで、データマネジメント観点で

の検討の抜け漏れがないかをチェッ

クする。 
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